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市民と市との協働事業における宝塚市委託契約ガイドライン（比較表）20230120 

令和4年(2022 年)7 月 26日検討部会資料 令和5年(2023年)1 月 6日作業班（案） 

＜市民と市職員の皆様へ＞ 

地域コミュニティ・市民活動団体と市との 

協働事業における契約ガイドライン（素案＿修正版） 

 

１ なぜガイドラインが必要？ 

（１） 背景（協働のまちづくりを推進するための仕組み
づくりの宝塚市の取組状況） 

ア 宝塚市協働の指針の策定 

宝塚市では、協働の取り組みの方向性を一致さ

せ、協力してまちづくりを推進するために、平成25

年（2013年）に宝塚市協働の指針を策定しました。

協働の指針では、市民や行政が参画と協働の考え方

でまちづくりを円滑かつ効果的に実施できるよう

に、共通の認識と原則などを定めています。 

イ 協働のマニュアルの策定 

誰かが公共的な課題に気付いた場合、それらの課

題解決に至る事業に結び付け、課題を解決する道筋

を付けるためのマニュアルとして、平成 28 年

（2016年）に協働のマニュアルを策定しました。

協働のマニュアルでは、協働の指針の考え方を基

に、実際の活動に当てはめたときにどんな点に気を

付けたらいいのか取り組みの段階ごとに解説して

います。 

ウ 宝塚市協働のまちづくり推進条例の制定 

市民の主体的なまちづくり活動及び地域コミュ

ニティの活動を促進するために必要な事項を定め

た宝塚市協働のまちづくり推進条例を令和 3 年

（2021年）に制定しました。この条例において、

「市は、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体

等と連携してまちづくりを推進する。」と定められ

ており、今後、自治会・まちづくり協議会などの地

域コミュニティや市民活動団体と市との協働事業

はさらに増加・充実していくことが期待されます。 

＜地域コミュニティとは＞ 

市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家族を

構成主体として、地域性と各種共通目標をもった、開

放的でしかも構成員相互に信頼感のある集団（自治会

やまちづくり協議会など）です。 

＜自治会とは＞ 

市内の一定の区域に住民を有する者の地縁に基づく団

体であり、「市民にとって最も身近な地域の集まり」で

す。 

＜まちづくり協議会とは＞ 

地域課題を解決するため、自治会を中核として、地域

で活動する個人及び団体の連携を図る組織です。おお

むね小学校の通学区域を活動の範域としています。 

＜市民活動団体とは＞ 

ボランティア団体や NPO 法人等、特定の課題解決を

＜市民と市職員の皆様へ＞ 

【仮称】市民と市との協働事業における 

宝塚市委託契約ガイドライン（作業班案） 

 

１ はじめに 

社会情勢の変化により、市民の価値観や地域課題

が多様化していく中、すべてのニーズや課題に市だ

けで対応していくことは難しくなってきており、今

後ますます、市民と市が共に力を合せながら「協働」

でまちづくりを進めていくことが求められます。 

市民と市との協働事業には「共催」「後援」「委託」

「補助・助成」等の様々な形態があります。中でも

「委託」で事業を行う場合は、市民と市との間に契

約行為が発生するため、特有の複雑さや難しさがあ

ります。 

そのため、宝塚市と宝塚市協働のまちづくり促進

委員会は、「委託」においても、お互いが対等な立場

で「対話」によるコミュニケーションを大切にしな

がら、理解し合い、気持ちよく協働事業を進めてい

けるよう、このガイドラインを作成しました。 

※ このガイドラインは「宝塚市協働の指針」の考

え方を基に作成しており、協働の指針と同様、市民

を「個人としての市民、自治会、まちづくり協議会、

地域団体、市民活動団体、中間支援団体、事業者」

としますが、事業者と市との委託契約に比べ、市民

活動団体といった非営利で活動する団体と市との

委託契約はあまり馴染みがないことから、特に非営

利団体に関する記載内容を充実させています。 

 

＜委託は協働の形態の１つ＞ 

「委託」は、あくまで市民と市との協働事業の１つ

の形態です。すべての協働事業が「委託」を目指す必

要はなく、事業目的や内容に応じた協働の形態を選択

することが大切です。 

 

２ ガイドラインの対象となる委託契約 

宝塚市協働の指針において、協働とは、「事業の主体に

なる市民や行政が、企画から評価まで全ての段階で参画

し、互いに責任を持って、役割を分担しながら、協力し

て事業を実行すること」としています。 

この協働の定義を踏まえ、このガイドラインでは、市

民と市との協働事業における「委託」契約の内、事業内

容を市民と市で協議して決めていくことができる「プロ

ポーザル方式」と「特名随意契約」による委託契約（４

ｐの5-（1）を参照）を対象とします。 

 

３ お伝えしたいポイント 

 市民と市職員は、お互いに立場や違いがあります。 
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目的として自発的かつ自主的に活動する、営利を目的

としない団体です。 

【各用語の説明は「宝塚市協働のまちづくり推進条例

説明資料」を参照しています】 

（２） 協働事業における「契約」 

ア 契約行為における注意点をまとめたものがない 

協働の形態の一つとして、委託等の「契約」行為

を伴うものがあります。今後、地域コミュニティ・

市民活動団体と市との協働事業が増加・充実してい

くことが期待される中で、「契約」という形も増えて

いくことが想定されますが、これまで、策定・制定

してきた「宝塚市協働の指針」「協働のマニュアル」

「宝塚市協働のまちづくり推進条例」において、地

域コミュニティ・市民活動団体と市との契約行為に

おける注意点等を記載したものはありませんでし

た。 

イ 契約の事例が少ない 

地域コミュニティ・市民活動団体と市との契約の

事例は、事業者と市との契約に比べると少なく、双

方にとってあまり馴染みがありません。 

ウ ガイドラインの策定 

双方がお互いの特性や気を付けるべき点などを

知ることで、協働事業における「契約」が円滑に進

んでいくよう、このガイドラインを策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 契約の前に・・・ 

（１） 地域コミュニティ・市民活動団体との協働のメリ
ットってなに？【市】 

市が実施する事業の中には、営利を目的とした事

業者が参画しにくいものもあります。こうした事業

において、地域や市民生活に根差した活動を行って

いる「地域コミュニティ・市民活動団体」と協働し、

各団体が持つネットワークや専門的知識・経験・技

術などを事業の中で生かしていくことで、より柔軟

でかつ市民ニーズに対応したサービスの提供につ

ながることが期待されます。また、市民の市政への

参画の促進にもつながります。 

 

 

 

 

 

 

 

お互いが気持ちよく委託契約を進めていくため、この

ガイドラインでお伝えしたいポイントは次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

＜「協働」する目的を忘れずに＞ 

よりよいまちづくり、市民の幸せな生活の実現のた

めに協働事業を実施するという目的を忘れずに、より

よい事業となるように取り組みましょう。 

 

このページ以降、各項目の見出しに、主に市民に読ん

でほしい内容には【主に市民への説明】、主に市職員に

読んでほしい内容には【主に市職員への説明】、市民と

市職員の双方に読んでほしい内容には【市民と市職員

の双方への説明】と記載していますので、参考にして

ください。★ マークの中に「市民」「市職員」と書い

たアイコンをつくる 

 

 

 

 

４ 契約の前に・・・ 

（１） 市民への委託のメリットってなに？【主に市職
員への説明】 

市民が持つネットワークや専門的知識・経験・技

術などを事業の中で生かしていくことで、以下のよ

うなメリットが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） お互いの立場や違いを理解しましょう【市民と
市職員の双方への説明】 

市は、全市民のために公平、平等を原則として活

動しており、法令などに基づいて契約のルール（４

ｐ「５ 契約において気を付けること」を参照）を

＜本ガイドラインのねらい＞ 

市民にとって ・・・公金で事業を行う団体として求

められることや、市が行う契約のルールなどを知る 

市職員にとって・・・地域コミュニティ・市民活動団

体の特性や、事業に必要な経費の考え方などを知る 

＜市民・市職員への共通のポイント＞ 

市民と市職員がお互いの立場や違いを理解し、事業内

容の検討・実践・振り返り等の様々な場面において「対

話」によるコミュニケーションを大切にすること 

＜市民へのポイント＞ 

公金で事業を行う際に求

められることや、市の契約

のルールなどを知ること 

＜市職員へのポイント＞ 

市民への委託のメリット、

非営利とは何か、非営利団

体の経費の考え方などを

知ること 

①市だけで行うよりも柔軟でかつ市民の視点で事業を

実施することができ、より市民ニーズに対応した事

業結果につながります。 

②市民との信頼関係を築くことができ、今後の業務に

生かすことができます。 

③市政への市民参画の促進につながります。 
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（２） 市と契約する団体に求められること【地域コミュ
ニティ・市民活動団体】 

市と契約して事業を実施するということは、公金

を使うということです。そのため、透明性や公益を

担う覚悟のほか、地域コミュニティ・市民活動団体

ならではの専門的知識・経験・技術、そして問題解

決のためのネットワークを備え、事業の目的を理解

し、責任を持って業務を遂行できる団体であるかが

求められます。 

また、契約にあたって、法人格を必ずしも求めら

れるものではありませんが、業務の性質によっては

一定の要件（※）を求められることがあります。 

※ 法人格を有しない団体と請負契約を行う際は、団

体に以下の要件を確認できることを必須としていま

す。 

① 団体としての組織を備えていること。 

② 多数決の原則が行われていること。 

③ 構成員の変更に関わらず団体が存続すること。 

④ 代表者の選出方法、総会の運営、財産の管理等団

体としての主要な点が確立していること。 

 

＜将来のために法人化は必要？＞ 

法人化には「社会的信用の向上」「不動産の団体での登

記が可能となる」「個人資産と団体資産を明確に分ける

ことができる」「責任の所在が明確になる」などのメリ

ットがあります。事業や団体の継続性や安定性、信用

性を高めていくためにも、NPO法人等の法人格の取得

を検討しましょう。 

 

 

３ 契約において気を付けること 

（１） 契約の方法【地域コミュニティ・市民活動団体、
市】 

ア 市が行う契約は、公金を財源とする性質上、法令を
遵守し、透明性や公正性、経済性（競争性）等に十

分に配慮しなければなりません。そのため、原則は

価格競争による「一般競争入札」としています。 

 

イ しかし、協働の事業においては、価格競争よりも、
地域コミュニティ・市民活動団体ならではの専門的

知識・経験・技術、そして問題解決のためのネット

ワークを重視する方がより高い事業効果を発揮す

る場合もあります。価格競争によらず、受注者を選

定する方法として、主に次の２つの方法がありま

定めています。  

市民には、それぞれに様々な特徴（目的・規模・

実績・得意分野等）があります。 

こうした立場や違いを、お互いが丁寧に説明する

とともに、理解し合いながら、契約にのぞむことが

大切です。 

 

（３） 市と契約する市民に求められること【主に市民
への説明】 

市からの委託事業は、「公金」を使って実施するこ

とになるため、透明性を確保し、公益を担う責任と

自覚を持ち、市民ならではの専門的知識・経験・技

術、そして問題解決のためのネットワークを備え、

事業を遂行することが求められます。 

なお、事業内容によっては法人格を必要とする等

の一定の要件を求められることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜将来のために法人化は必要？＞ 

法人化には「社会的信用の向上」「不動産の団体での登

記が可能となる」「個人資産と団体資産を明確に分ける

ことができる」「契約などにおいて、代表者個人ではな

く、法人として責任を負うことができる」などのメリ

ットがあり、事業や団体の継続性や安定性、信用性を

高めていくことにもつながります。ぜひ、NPO法人等

の法人格の取得を検討してください。 

 

５ 契約において気を付けること 

（１） 受託者の選定方法【市民と市職員の双方への説
明】 

市が行う契約は、公金を財源とする性質上、法令

を遵守し、透明性や公正性、経済性（競争性）、履行

の確保に十分に配慮しなければなりません。そのた

め、原則は価格競争によって受託者を選定します。 

しかし、協働の事業においては、価格競争よりも、

市民の専門的知識・経験・技術、そして問題解決の

ためのネットワークを重視する方がより高い事業

効果を発揮する場合があります。価格競争によら

ず、受託者を選定する方法として、主に以下の２つ

があります。 
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す。 

 

■ 特名随意契約による選定 

契約の目的若しくは性質その他特別な事情により契

約の相手方が特定されるとき又は災害の発生等により

緊急を要する場合の選定方法です。 

■ プロポーザル方式による選定 

業務の内容が技術的に高度なものや、専門的な技術

が求められるような業務（契約の目的や性質上、質を

追求する必要があるもの）であって、広く提案を募り、

最も優れた提案者を選定する方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 事業内容の決め方【地域コミュニティ・市民活動
団体、市】 

   協働においては各主体が企画から参画し、協力し

て進めていくことが大切です。特名随意契約やプロ

ポーザル方式により契約を行う場合、双方が協議し

ながら事業内容（仕様）を決めていくことができま

す。協働で事業を実施する効果を最大限に発揮する

ためにも、十分に意見交換を重ねながら事業内容を

決めていきましょう。 

価格競争による契約を行う場合においても、事業内容

に関連する地域コミュニティ・市民活動団体から参考

意見を得るなど、課題やニーズ、必要な経費等をしっ

かり調査した上で事業内容を決めていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 事業費の積算【市】 

契約の相手方となる地域コミュニティ・市民活動

団体も、事業者等と同様、事業の実施や団体の運営

 

 

■プロポーザル方式 

業務の内容が技術的に高度なものや、専門的な技術

が求められるような業務 （契約の目的や性質上、質

を追求する必要があるもの）であって、広く提案を募

り、最も優れた提案者を選定する方法です。 

■特名随意契約 

契約の目的若しくは性質その他特別な事情により契

約の相手方が特定される とき又は災害の発生等によ

り緊急を要する場合に特定の一者を選定する方法で

す。 

 

「プロポーザル方式」や「特名随意契約」といった方

法を含む「随意契約」は、地方自治法で定められた場

合にのみ認められています。また「特名随意契約」の

場合は、市において、一者しかないと判断した理由を

明らかにすることが必要です。 

 

（２） 事業内容等の決め方【市民と市職員の双方への
説明】 

ア 協働においては各主体が企画から参画し、協力して
進めていくことが大切です。プロポーザル方式や特

名随意契約により契約を行う場合、双方が協議しな

がら事業内容（仕様）を決めていくことができます

（※）。協働の効果を最大限に発揮するためにも、対

話を大切にし、十分に意見交換を重ねながら、仕様

を決めていきましょう。 

 

 

 

 

※ プロポーザル方式の場合は、企画提案内容につ

いて市で審査を行ったうえで選定された候補者

と協議をし、仕様書を作成していきます。 

 

イ 以下のこと等についても話し合い、決まったことは
契約書に記載しましょう。 

 

 

 

 

 

ウ 事業終了後に、事業目的の達成状況をどのような基
準で振り返るかについても、事前に話し合い、共通

認識を持っておきましょう。 

 

（３） 事業費の積算【主に市職員への説明】 

必要な経費を適切に積算することで、事業の中で

市民の専門的知識・経験・技術などを十分に発揮し

市においては財源などに限りがあり、市民も人材などに

限りがあります。お互いの立場や違いを理解し、事業内容

を検討しましょう。 

① 成果物は何か 

② 成果物がどちらに（又は双方に）帰属するのか 

③ 役割分担・責任分担はどうするか 

④ 実績報告の時期・内容 

コメントの追加 [a2]: 用語集で解説が必要 
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等に係るお金が必要です。協働事業においても、必

要な経費を適切に積算することで、事業の中でその

団体の特性や専門的知識・経験・技術などを十分に

発揮してもらうことにつながり、結果として、事業

の効果が高まることが期待されます。市は事業費を

積算する際、地域コミュニティ・市民活動団体が適

切に事業を遂行できるよう、下記のア・イを参考に

必要な経費を算入しましょう。 

＜『非営利』ってどういうこと？＞ 

市民活動団体は「営利を目的としない（＝非営利）

団体」ですが、非営利とは「お金を稼いではいけない」

という意味ではなく「事業で稼いだ利潤を構成員で分

配しない」という意味です。（事業費に再分配します。） 

NPO法人などの中には、質の高いサービスを安定し

て提供するためスタッフに賃金を支払う団体や、組織

として運営されるための事務所費等必要な経費も存在

します。 

 

ア 直接費 

直接費とは、事業の実施に直接的に起因している

費用をいいます。想定される主なものは、以下のと

おりです。 

 

＜想定される主な直接費＞ 

項目 内容 

人件費 事業従事者の賃金など 

報償費 講師、ボランティアへの謝金

など 

使用料／賃借料 会場費／物品等の借用費など 

消耗品費 文具／日用品など 

印刷製本費 コピー代／冊子等の印刷代な

ど 

役務費 郵便代、通信費、保険料など 

但し、日常の運営にかかる経

費は除く 

食糧費 団体構成員以外が関わる会議

でのお茶、コーヒー代程度 

交通費 電車賃・タクシー代など 

その他事業に必

要な経費 

事業実施に必要な上記以外の

経費 

 

Q 地域コミュニティ・市民活動団体になぜ人件費を

支払う必要があるの？また、目安はあるの？ 

A 地域コミュニティ・市民活動団体のスタッフも労

働への適正な対価が得られなければ質の高い活動を

継続することができません。契約の相手方となる地

域コミュニティ・市民活動団体も企業等と同様にそ

の成果には一定の品質が求められており、その事業

の遂行に必要な人件費は当然見積もられるべきで、

地域コミュニティ・市民活動団体だからといって無

てもらうことにつながり、結果として、事業の効果

が高まることが期待されます。市は事業費を積算す

る際、市民が適切に事業を遂行できるよう、下記の

ア・イを参考に必要な全ての経費を算入しましょう。 

＜『非営利』ってどういうこと？＞ 

市民活動団体は「営利を目的としない（＝非営利）

団体」ですが、非営利とは「お金を稼いではいけない」

という意味ではなく「事業で稼いだ利潤を構成員で分

配しない」という意味です。（事業費に再分配します。） 

NPO法人などの中には、質の高いサービスを安定し

て提供するためスタッフに賃金を支払う団体や、組織

として運営するための事務所費等必要な経費も存在し

ます。 

つまり、市民活動団体が契約の相手方となる場合も、

事業者等と同様、事業の実施や団体の運営等に係るお

金が必要です。 

 

 

ア 直接費 

直接費とは、事業の実施に直接的に必要な費用をい

います。想定される主なものは、以下のとおりです。 

 

 

＜想定される主な直接費＞ 

項目 内容 

人件費 事業従事者の賃金など 

報償費 講師、ボランティアへの謝金

など 

使用料／賃借料 会場費／物品等の借用費など 

消耗品費 文具／日用品など 

印刷製本費 コピー代／冊子等の印刷代な

ど 

役務費 郵便代、通信費、保険料など 

但し、日常の運営にかかる経

費は除く 

食糧費 団体構成員以外が関わる会議

でのお茶、コーヒー代程度 

交通費 電車賃・タクシー代など 

その他事業に必

要な経費 

事業実施に必要な上記以外の

経費 

 

Q 市民活動団体等の非営利団体になぜ人件費を支払

う必要があるの？また、目安はあるの？ 

A 市民活動団体等の非営利団体のスタッフも労働へ

の適正な対価が得られなければ質の高い活動を継続

することができません。契約の相手方となる市民活

動団体等の非営利団体も企業等と同様にその成果に

は一定の品質が求められており、その事業の遂行に

必要な人件費は当然見積もられるべきで、非営利だ

からといって無償または低報酬での奉仕を求めるこ
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償または低報酬での奉仕を求めることは適切ではあ

りません。業務量や難易度、専門性などを踏まえ、

市場価格も参考にしながら、企業等と契約する場合

と同様に、適切な金額で積算する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

イ 間接費 

間接費とは、事業の実施とは直接関連しない付随

的な費用のことをいいます。具体的には事務所を管

理運営していくために必要な人件費、研究調査費、

研修費、通信費、消耗品費等の費用のうち、当該業

務に関して必要となる費用の合計額のことをいい

ます。 

Q 地域コミュニティ・市民活動団体に間接費は必要

なの？ 

A 地域コミュニティ・市民活動団体は組織として活

動するので、事業実施のための直接費のほかに、事

務所の維持費や、総務スタッフに支払う経費など、

事業を間接的にサポートするための間接費が必要で

す。 

Q 間接費積算の目安は？ 

A 事業内容に応じて、合理的な根拠のもと、企業等と

契約する場合と同様に積算することが必要です。 

 

Q 団体の前年度決算に繰越金（剰余金）が発生してい

るが、積算する事業費を減額する必要がある？ 

A 地域コミュニティ・市民活動団体の繰越金（剰余

金）は、団体の足腰を強くするために努力して生み

出したものであり、事業の維持・拡大、市場環境や

社会情勢の変化に適切に対応するため、また、感染

症や災害など想定外の事態で一定のリスク対応を行

うためにも必要なものです。そのため、市側は、団

体の繰越金（剰余金）に応じて事業費を積算するの

ではなく、あくまで、事業内容の遂行に必要な経費

を積算することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

（４） 必要な事業費を認識しましょう【地域コミュニテ
ィ・市民活動団体】 

積算する市の認識はもちろん、地域コミュニテ

ィ・市民活動団体においても、事業を実施するのに

必要な経費がいくらかかるのか、適切に把握するこ

とが必要です。市への見積書の提出等の際は、（３）

とは適切ではありません。業務量や難易度、専門性

などを踏まえ、市場価格も参考にしながら、企業等

と契約する場合と同様に、適切な金額で積算する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

イ 間接費 

間接費とは、事業の実施とは直接関連しない付随

的な費用のことをいいます。具体的には事務所を管

理運営していくために必要な人件費、家賃、光熱水

費、研修費、通信費、消耗品費、減価償却費等の費

用のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計

額のことをいいます。 

Q 市民活動団体等の非営利団体に間接費は必要な

の？ 

A 市民活動団体等の非営利団体は組織として活動す

るので、事業実施のための直接費のほかに、事務所

の維持費や、総務スタッフに支払う経費など、事業

を間接的にサポートするための間接費が必要です。 

Q 間接費積算の目安は？ 

A 事業内容に応じて、合理的な根拠のもと、企業等と

契約する場合と同様に積算することが必要です。 

 

 

Q 団体の前年度決算に繰越金（剰余金）が発生してい

るが、積算する事業費を減額する必要がある？ 

A 団体の繰越金（剰余金）は、団体の足腰を強くする

ために努力して生み出したものであり、事業の維持・

拡大、市場環境や社会情勢の変化に適切に対応する

ため、また、感染症や災害など想定外の事態で一定

のリスク対応を行うためにも必要なものです。その

ため、市側は、団体の繰越金（剰余金）に応じて事業

費を積算するのではなく、あくまで、事業内容の遂

行に必要な経費を積算することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

（４） 必要な事業費を認識しましょう【主に市民への
説明】 

積算する市の認識はもちろん、市民側においても、

事業を実施するのに必要な経費がいくらかかるの

か、適切に把握することが必要です。市への見積書

の提出等の際は、（３）を参考に、直接費や間接費も

人件費として、県が定める「最低賃金」で安易に積算し

ていませんか？業務内容に応じて、適切な人件費を積算

しましょう！ 

NPO 法人についても、事業で稼いだ利益を今後の事

業費に再分配するために、繰越金として計上すること

は認められています。 

人件費として、県が定める「最低賃金」で安易に積算し

ていませんか？業務内容に応じて、適切な人件費を積算

しましょう！ 

NPO法人についても、事業で稼いだ利益を今後の事業費

に再分配するために、繰越金として計上することは認め

られています。 
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を参考に、人件費や間接費も含めた必要な事業費を

適切に見積もり、安請け合いとならないよう心がけ

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 契約の後は・・・実践、評価、公表【地域コミュ
ニティ・市民活動団体、市】 

ここまで書かれてきたことに気を付けて無事に

契約を結ぶことが出来た後は、いよいよ事業を実践

する段階です。双方で一緒に決めてきた内容に基づ

き、協働で事業を進めていきましょう。また、実践

の後は、双方で評価するとともに、その結果を共有

し、公表することも大切です。 

 

協働の事業における実践・評価の進め方や、気を付け

るべき点については「協働のマニュアル」に記載して

います。協働のマニュアルを参考に、連携しながら進

めていきましょう。 

 

 

 

 

 

含めた必要な事業費を適切に見積もり、安請け合い

とならないよう心がけましょう。 

 

（５） 契約の締結【市民と市職員の双方への説明】 

市民から市へ見積書を提出し、双方が合意すれば、

契約を締結しましょう。折り合いがつかない場合は、

もう一度、双方で話し合って事業内容（仕様）を再

検討しましょう。 

 

 

 

 

６ 契約の後は・・・実践、振り返り、公表 

（１） 実践【市民と市職員の双方への説明】 

ここまで書かれてきたことに気を付けて契約を結

ぶことができた後は、双方が一緒に決めてきた内容

に基づいて、協働で事業を実践していきましょう。

実践の中でも、日頃からコミュニケーションをとり、

進捗を確認し合いながら進めて行きましょう。 

 

（２） 振り返り【市民と市職員の双方への説明】 

振り返りは、事業結果を客観的に捉え、課題や改

善点を見つけ、次に生かしていくために重要なもの

です。お互いに事業結果全体を振り返り、事業をよ

り良いものにしていきましょう。 

 

（３） 公表【市民と市職員の双方への説明】 

振り返りを行った後は、その結果をお互いに共有

し、公表しましょう。結果を公表することで、事業

の透明性を確保でき、社会的認知度の向上にもつな

がります。 

 

協働の事業における実践・振り返り・公表の進め方や、

気を付けるべき点については「協働のマニュアル（ｐ

11～ｐ15）」に記載しています。協働のマニュアルを

参考に、連携しながら進めていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市から提示された金額では質の高いサービスを安定的に

提供できない場合は、勇気を持って断ることも考えましょ

う。 

話し合いを重ね再検討しても、双方が合意できない場

合は、勇気を持って断ることも考えましょう。 
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＜巻末に用語集を付ける＞ 

・協働事業： 

・協働の指針： 

・市民活動団体： 

・NPO法人： 

・まちづくり協議会： 

・自治会： 

・協働のマニュアル： 

・契約書： 

・仕様書： 

・随意契約： 

    等々・・・ 

 

 

 

 

 

 

＜資料編＞ 

＜協働とは？＞ 

(1) 協働とは「事業の主体になる市民や行政が、企画
から評価まで全ての段階で参画し、互いに責任を

持って、役割を分担しながら、協力して事業を実

行すること」をいいます。 

(2) 協働で取り組む事業は、公共的領域に該当する事
業の内、許認可、課税、行政処分など行政が単独

で行う領域と市民団体等が単独で行う領域を除い

たすべての事業が該当します。幅広い分野で、協

働事業を行うことが可能です。 

 

（宝塚市協働の指針ｐ3より抜粋） 
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＜協働の原則とは？＞ 

「協働」で事業を円滑に進めるために、協働の担い手で

ある各主体が守るべき８つの原則です。 

１．対等の原則 

わたしたちは、各主体の間に能力や資源の違いがあ

っても、対等な関係にあるとして、お互いの立場や意見

を尊重します。 

2．情報公開・情報共有の原則 

わたしたちは、地域の課題や活動情報などまちづく

りに関する情報を地域に公開し、共有します。 

3．相互理解の原則 

 わたしたちは、目的や性格の異なる各主体のそれぞ

れの立場や違いを認め、相互理解を深め、信頼関係を大

切にします。 

4．自主性・自立性尊重の原則 

 わたしたちは、各主体の力を最大限活かすために、そ

れぞれの自主性・自立性を尊重します。 

5．目的の明確化と共有の原則 

 わたしたちは、協働しようとする事業の目的を明確

にして、共有します。 

6．役割分担の原則 

 わたしたちは、果たすべき役割や責任を調整し、役割

を分担して、事業の目的を達成できるように取り組み

ます。 

7．相互変革の原則 

 わたしたちは、自己の立場や活動に拘り過ぎず、互い

に話し合い理解しあって、柔軟に対応し協調して、自己

変革をいとわないで活動します。 

8．評価・検証の原則 

 わたしたちは、協働で取り組んだ事業の成果と課題

を評価・検証し、その結果を共有して次の事業に役立て

ます。 

（宝塚市協働の指針ｐ４より抜粋） 


